
 

 

 

舞鶴市消防本部 

 

消防法施行令第３条の規定により、甲種防火対象物の防火管理に関する講習のうち 

「甲種防火管理再講習」を次のとおり実施します。 

 

１ 受講対象者 

舞鶴市内に所在する建物の収容人員が３００人以上である劇場、ホテル、物品販

売店舗、病院等の特定防火対象物（消防法施行令第４条の２の２第１号）の防火管

理者として選任されている方。（消防法施行規則第２条の２の２に規定する乙種防

火管理講習修了者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分に係る防火

管理者を除く。） 

 

２ 受講義務（上記受講対象者のうち） 

⑴ 「甲種防火管理再講習」は５年に１度受講する義務があります。 

⑵ 選任された日が防火管理講習を受講してから４年を超える方は、防火管理者に

選任された日から１年以内に受講する義務があります。 

⑶ 最後に防火管理講習を受講した日以後における最初の４月１日から、５年以内

に受講する義務があります。 

※ 現在、防火管理者として選任されていない方は、対象ではありません。 

 

３ 講習日時・講習場所・申込期間 

講習日時  令和５年８月３日（木）１３時３０分から１５時３０分まで 

講習場所  舞鶴西総合会館 ２階 ２０１会議室（舞鶴市字南田辺１番地） 

申込期間  令和５年７月３日（月）から７月２６日（水）まで 

定   員 ２０名 

 

４ 申込方法 

 ⑴ 講習申込書を受付場所に提出して、受講票を受け取ってください。 

 ⑵ 申込書は下記の受付場所または、舞鶴市消防本部のホームページから取得でき

ます。（http://www.maizuru119.com/） 

 ⑶ 受講は無料ですが、講習会当日にテキスト第１，６００円が必要です。 

  【お釣りのないようにご協力をお願いします】 

   なお、申込後のテキストの返却及び返金はできません。 

 ⑷ 申込書には、写真（縦４㎝、横３㎝、裏面に氏名を記載）を貼付してください。 

 ⑸ 申込書には、甲種防火管理講習修了証の写しを添付してください。 

令和５年度 甲種防火管理再講習実施案内 



５ 受付場所 

受 付 場 所 電話番号 受付時間 

舞鶴市消防本部 予防課 北吸 1044 番地 0773-66-0119 8:30～17:15

舞鶴市東消防署 総務予防課 浜 80 番地の 4 0773-65-0119 
8:30～20:00

舞鶴市西消防署 総務予防課 松陰 5番地の 5 0773-77-0119 

 

６ 講習内容 

⑴ 防火管理に関する法令改正の概要 

⑵ 火災事例等の研究に関すること 

 

７ 修了証交付 

本講習を修了された方には、舞鶴市消防長が修了証を交付します。 

【遅刻又は途中退席をされた方には、修了証を交付することはできません】 

 

８ 注意事項 

 ⑴ 受講義務者が受講期限内に受講しなかった場合には、防火対象物に適応した防

火管理者としての資格を有しないことになるため、防火管理者が未選任となりま

す。 

 ⑵ 防火対象物定期点検報告制度の特例認定を受けている場合には、認定の取消し 

要件に該当することになります。 

 

９ その他 

 ⑴ 受講当日に受講票を受付へ提示し受付後、会場内の座席番号札の横に置いてく

ださい。また、講習終了後は、受講票を持ち帰ってください。 

 ⑵ 講習テキストは、講習会当日に販売します。 

 ⑶ 受講当日は、印鑑・筆記用具を持参してください。 

 ⑷ 発熱や風邪の症状がある場合は受講をひかえてください。 

  

 


